
 

総 行 女 第 ６ 号  

令和５ 年４ 月５ 日  

 

各 都 道 府 県 総 務 部 長 

（人事担当課、市町村担当課、区政課扱い）  

 各 指 定 都 市 総 務 局 長 

（人事担当課扱い） 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課 

女性活 躍・ 人材 活用 推進 室長 

（  公  印  省  略  ）   

 

障害者雇用対策基本方針を定める件及び障害者活躍推進計画作成指針の 

一部を改正する件の告示について 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号。以下「法」という。）第

７条第１項において、厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及び職業の安定に関する施策

の基本となるべき方針として、障害者雇用対策基本方針（以下「基本方針」という。）を

策定することとされており、これを変更した場合には、同条第５項で準用する第４項の規

定によりその概要を公表しなければならないこととされている。 

また、法第７条の２第１項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針

（以下「作成指針」という。）を定めるものとされており、同条第３項の規定により作成

指針を定めたときは、これを公表しなければならないこととされている。 

これらの規定を踏まえ、令和５年３月31日に障害者雇用対策基本方針を定める件（令和

５年厚生労働省告示第126号）及び障害者活躍推進計画作成指針の一部を改正する件（令

和５年厚生労働省告示第138号）が告示され、別添１のとおり、厚生労働省から都道府県

の各機関の任命権者に通知されるとともに、同省から当省に対して、令和５年３月31日付

け職発0331第53号（別添２）により協力依頼がありました。 

つきましては、貴職におかれましても、今回の基本方針及び作成指針の改正を踏まえ、法

第７条の３第１項に規定する障害者活躍推進計画の作成等に適切に対処いただきますよう

お願いするとともに、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知をお願いします。 

本通知は、地方公務員法第 59 条（技術的助言）及び地方自治法第 245 条の４（技術的な

助言）に基づくものです。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市町村

に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 

 

 

殿 

【連絡先】 

総務省自治行政局公務員部公務員課 

女性活躍・人材活用推進室 大森、福田 

電話：０３―５２５３―５５４６（直通） 



職発 0331 第 52 号

令和５年３月 31 日 

都道府県の各機関の任命権者 殿

厚生労働省職業安定局長 

（ 公 印 省 略 ）

障害者雇用対策基本方針を定める件及び障害者活躍推進計画作成指針の一

部を改正する件の告示について 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。）第

７条第１項において、厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及び職業の安定に関する施策

の基本となるべき方針として、障害者雇用対策基本方針（以下「基本方針」という。）を策

定することとされており、これを変更した場合には、同条第５項で準用する同条第４項の

規定によりその概要を公表しなければならないこととされている。 

また、法第７条の２第１項において、厚生労働大臣は、基本方針に基づき、障害者活躍

推進計画作成指針（以下「作成指針」という。）を定めるものとされており、同条第３項の

規定により作成指針を定めたときは、これを公表しなければならないこととされている。 

これらの規定を踏まえ、本日、障害者雇用対策基本方針を定める件（令和５年厚生労働

省告示第 126 号。別添１参照。）及び障害者活躍推進計画作成指針の一部を改正する件（令

和５年厚生労働省告示第 138 号。別添２参照。）が告示されたところである。 

これらの趣旨及び留意事項は下記のとおりであるので、十分理解の上、令和５年４月１

日からの施行に万全を期されたい。加えて、都道府県知事部局におかれては、下記内容に

ついて、貴都道府県所管の地方独立行政法人に対して周知されたい。 

なお、別途、貴都道府県内の各市町村の機関に対しては当省都道府県労働局長より、同

様の通知を送付していることを申し添える。 

記

第１ 障害者雇用対策基本方針を定める件について 

○ 改正の趣旨

基本方針については、令和５年４月１日から令和 10 年３月 31 日までの５年間を運

営期間とし、昨年の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等

別添１

017064
長方形



 

の一部を改正する法律（令和４年法律第 104 号。以下「改正法」という。）による法の

改正を踏まえた見直しや、雇用率の引上げ等を踏まえた見直し、その他労働政策審議

会障害者雇用分科会意見書（令和４年６月 17 日公表）に盛り込まれた事項を踏まえた

見直し等を行ったものである。 

    

第２ 障害者活躍推進計画作成指針の一部を改正する件について 

１ 改正の趣旨 

   第１のとおり基本方針が改正されたことに伴い、改正法による法の改正により、

公務部門も含めた全ての事業主の責務に、適当な雇用の場の提供、適正な雇用管理

等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化されたこ

とを踏まえ、公務部門における障害者の活躍の推進に関する取組をより一層進め、

障害者の雇用の質の向上を図るため、作成指針について必要な見直しを行ったもの

である。 

 

２ 留意事項 

   法第７条の３第１項の規定において、国及び地方公共団体の任命権者は、作成指

針に即して、当該機関が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する計画（以下「活躍推進計画」という。）を作成しなければなら

ないこととされており、引き続き本日告示された作成指針の趣旨を十分理解の上、

計画の作成及び取組の推進をいただくようお願いする。 

なお、活躍推進計画の作成に係る手引きについても今般の改正を踏まえた見直し

を行う予定であり、おってお示しする。 

 

以 上 



別添１の別添１
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別添１の別添２
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職発 0331 第 53 号

令和５年３月 31 日 

総務省自治行政局公務員部長 殿

厚生労働省職業安定局長 

（ 公 印 省 略 ）

障害者雇用対策基本方針を定める件及び障害者活躍推進計画作成指針の一

部を改正する件の告示について 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。）第

７条第１項において、厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及び職業の安定に関する施策

の基本となるべき方針として、障害者雇用対策基本方針（以下「基本方針」という。）を策

定することとされており、これを変更した場合には、同条第５項で準用する同条第４項の

規定によりその概要を公表しなければならないこととされている。 

また、法第７条の２第１項において、厚生労働大臣は、基本方針に基づき、障害者活躍

推進計画作成指針（以下「作成指針」という。）を定めるものとされており、同条第３項の

規定により作成指針を定めたときは、これを公表しなければならないこととされている。 

これらの規定を踏まえ、本日、障害者雇用対策基本方針を定める件（令和５年厚生労働

省告示第 126 号）及び障害者活躍推進計画作成指針の一部を改正する件（令和５年厚生労

働省告示第 138 号）が告示されたところである。 

これらの趣旨及び留意事項について、今般、別添により都道府県の各機関に通知したと

ころである。また、市町村の各機関に対しては当省都道府県労働局より通知することとし

ている。 

ついては、貴職におかれても上記につき御承知おきいただくとともに、都道府県及び市

町村に対し、適切に助言・啓発されたい。 

別添２

017064
長方形




